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1．はじめに 

東日本大震災を契機に、①安定供給の確保、②電気料金の最大限の抑制、③事業者の

事業機会及び需要家の選択肢の拡大を目的とする電力システム改革が進められる中、更な

る競争の活性化を進めるとともに、環境適合、再生可能エネルギーの導入拡大、安定供給等

の公益的課題に対応するための方策について、電力システム改革貫徹のための政策小委員

会（以下「貫徹小委員会」という。）において、議論がなされてきた。貫徹小委員会において創

設が提言された 5 つの市場（ベースロード市場、間接オークション・間接送電権市場、容量市

場、需給調整市場、非化石価値取引市場）等の詳細制度設計については、制度検討作業部

会1（以下「本作業部会」という。）において検討が進められ、各市場における取引が開始され

ている。 

 これまで、本作業部会においては、各市場の運用開始に向けて制度設計を進めるとともに、

運用を通して顕在化した課題や電気事業を巡る環境変化を踏まえ、適時制度の見直しを行

ってきた。 

本作業部会での討議内容については、定期的にとりまとめのうえ、パブリックコメント手続

を経て公表しており、本稿は 23回目の中間とりまとめとなる。 

エネルギーを取り巻く情勢が大きく揺れ動く中、我が国の国民生活や経済活動を支える電

気の安定供給をいかにして実現できるか、改めてその公益的課題に正面から向き合うことが

求められている。本作業部会は、引き続き、国内の社会・経済動向、国際情勢の変化に機敏

に対応し、各市場制度について不断の見直しを行うとともに、新たな制度の検討についても

取り組んでいく。 

  

 
1 本作業部会は、2017年 3月に総合資源エネルギー調査会電力・ガス基本政策小委員会（以下

「基本政策小委員会」という。）の下に設置されたものである。 
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2．市場整備の方向性（各論） 

2．1．需給調整市場2 

（1） 背景 

我が国において、再生可能エネルギーの導入が進む中で、調整力を効率的に確保してい

くことは重要な課題である。周波数を維持し安定供給を実現するため、一般送配電事業者は

需要と供給を最終的に一致させる調整力を確保するという、極めて重要な役割を担っている。

そのため、2016年 10月より調整力公募を毎年実施し、周波数維持義務を果たすために必要

な調整力をエリア内で確保してきた。 

また、エリアを越えた広域的な調整力の調達・運用と、市場原理による競争活性化・透明

化による調整力コスト低減を図るため、需給調整市場を開設し、2021 年 4 月より取引を開始

した。 

需給調整市場の詳細検討に当たっては、需給調整の実運用と密接に関わるため、慎重な

検討が求められる。本作業部会においては、日々の需給調整に支障を生じさせないことの重

要性だけではなく、広域化等による需給調整の効率化や、調整力確保に係る市場メカニズム

の採用による透明性の向上、DR 事業者や新電力等の新規事業者を含めた形での調整力の

確保といった諸課題に対応することは、電力システムにとって必須の課題であるという認識の

もと、需給調整市場の詳細制度設計を進めてきた。 

 

（参考図１－１）調整力の調達の在り方 

 

電力需要の変動は成分ごとに分解可能であり、発電機はそれぞれ変動成分に対応した機

能を使い分けて周波数制御を実施している。需給調整市場ではこの制御機能等を踏まえ、

応動時間や継続時間に応じて、一次調整力から三次調整力②までの５つの商品を取り扱うこ

ととした。第三次中間とりまとめにおいて、需給調整市場の市場開設に向けた準備として、

 
2 本稿で取り上げている取引状況のデータは、直近の市場取引情報の速報値を収集・分析したも

のであるため、今後修正・変更する可能性がある。 
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2021年度に取引を開始する三次調整力②を対象とした取引規程（入札、約定、アセスメント、

ペナルティ等に係るルールを規定）を策定し、2021年度から三次調整力②の運用が開始され、

2022年度から三次調整力①の運用、2024年度からは一次調整力から二次調整力②の運用

が始まり、2025年度時点において全商品の運用が行われている。 

需給調整市場における調達状況を踏まえ、制度設計に関して連続的に議論が行われてき

た。本中間とりまとめでは、2025年度に議論・変更された制度を中心に取りまとめる。 

 

（参考図１－２）需給調整市場で取り扱う商品と導入スケジュール 

 

（2） 需給調整市場の取引状況について 

（2025年度の需給調整市場取引状況について） 

2025 年度の需給調整市場における調達費用のうち三次調整力②の調達費用は、募集量

削減係数を用いた募集量削減を開始した 2024年 6月以降、減少傾向にある。調整力の調達

総コストを低減する観点からは、市場での三次調整力②調達費用だけでなく、余力活用分を

含めた調達費用総額の動向を確認することが重要であるが、余力活用費用も増加することな

く調整力調達費用の総額は減少傾向であり、三次調整力②についていえば、募集量削減は

余力活用を含めた調達費用総額の低減に寄与した。 

他方、一次調整力、二次調整力①、二次調整力②、三次調整力①及び複合商品3の調達

費用は、2024 年度は年度を通じて高止まりしていたが、2025 年 6 月以降は、市場外調整力

の控除が始まった結果、エリアによって差はあるものの、全体として減少傾向にある。 

  

 
3 単一リソースで、一次調整力、二次調整力①、二次調整力②、三次調整力①のうち複数の商品

に応札を行う応札区分。 
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（参考図２－１）市場調達費用総額推移（2024年 4月～2025年 9月） 

  

 

（参考図２－２）エリア別市場調達単価（2024年 4月～2025年 9月） 

＜複合商品＞ 
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＜三次調整力②＞ 

 
 

（参考図２－３）エリア別複合商品調達費用総額の動向（2024年 4月～2025年 9月） 
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複合市場4においては、一次調整力、二次調整力①の募集量を 3σ相当量、二次調整力

②、三次調整力①の募集量を 1σ相当量としているが、一次調整力、二次調整力①を中心に

応札量の不足が継続しており、全国で見た場合に一次調整力では 60％程度、二次調整力①

では 40％程度の不足率となっている。 

 

（参考図２－４）一次調整力～三次調整力①への応札状況 

※第 57回需給調整市場検討小委員会 資料 5 抜粋 

＜募集量・応札量・落札量＞ 

 
＜不足量・不足率＞ 

 

 
4 需給調整市場のうち一次調整力、二次調整力①、二次調整力②、三次調整力①及び複合商品

の取引を行うもの。 
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（応札リソースの動向について） 

需給調整市場における応札リソース別の約定単価について、2024 年度と 2025 年度（4 月

～9 月）の約定単価を比較したところ、複合商品の約定単価において、火力・揚水/水力では

大きな変化は生じていない。他方、2024 年度に募集量削減係数を導入した三次調整力②に

おいて、蓄電池・火力の高単価約定は減少しており、募集量削減が約定単価の抑制に寄与

したと考えられる。 

 

（参考図２－５）リソース別の約定単価（2024年度、2025年 4月～9月） 
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（3） 需給調整市場の募集量に関する措置 

（市場外調整力の募集量控除について） 

第 56 回需給調整市場検討小委員会（2025 年 6 月 3 日）では、各エリアで発生している自

然体余力（起動済み電源の余力）の発生要因について分析し、市場募集量からの控除対象

として適切な市場外調整力について整理された。また、当該控除は、2026 年 3 月までを適用

時期とし、以降は取引状況に応じて再度検討することとされた。 

市場外調整力の募集量控除の量は、エリアによって異なる。北海道・関西以外のエリアで

は、2025年 6月 10日約定（6月 14日～20日受渡し）分以降について、本取組による募集量

控除を行っているが、未達率の改善状況はエリアによって差があることが確認された。関西

エリアでは同年 6月 17日約定（6月 21日～27日受渡し）分より、北海道エリアでは同年 7月

1日約定（7月 5日～11日受渡し）分より、市場外調整力の募集量控除が開始された。 

 

（参考図３－１）市場外調整力の募集量控除前後における複合市場の状況 

 

 

（4） 今後の需給調整市場に関する検討について 

（後日、第 110回制度検討作業部会での議論内容を反映する予定） 

第 103 回制度検討作業部会では、今後の需給調整市場における調整力調達の方向性等

として、当面の間、市場以外での調整力調達手段を併用していくことや制度的措置（制度的

な応札義務化）の導入の見送りについて整理された。 

2026年度以降5、複合市場の取引タイミングが前の週から前日となり（以下、「前日取引化」

という。）、取引単位が従来の 3 時間ブロックから 30 分コマへ変更となる（以下、「30 分化」と

いう。）ことも踏まえ、第 108 回～第 110 回制度検討作業部会において、制度的導入の要否

を含む 2026 年度以降の調整力調達の方向性について議論を行った上で、2026 年度以降の

各商品（一次調整力～三次調整力①及び複合商品、三次調整力②）の具体的な対応方針

（募集量の削減、上限価格の見直しにおける具体的な水準）について整理した。 

 

 
5 2026年 3月 13日取引分（3月 14日受渡し分）より制度変更が適用される。以降特段の断りが

なければ、「2026年度以降」の記載は同制度変更が行われるタイミング以降の意で用いる。 



 

11 

（2026年度以降の調整力調達の方向性について） 

第 81 回電力・ガス基本政策小委員会（2024 年 9 月 26 日）において、市場創設の当初の

目的を達成するために、誘導的措置や制度的措置、2026 年度に予定されている前日取引へ

の全面移行等の対応を進めることで、需給調整市場の運用改善を進めるべきであるとされた。

さらに、中期的には、今後の再エネ大量導入・系統混雑も見据えた上で、kWhとΔkWの同時

約定により最適化された調整力調達及び電源運用を実現するべく、同時市場の導入に向け

た検討を本格的に進めることが必要とされた。 

第 103回制度検討作業部会において、発電事業者にとっての応札障壁のさらなる緩和、よ

り安価な応札札の増加、将来的な同時市場への円滑な移行を目指すべく、まずは今後予定

されている複合市場の前日取引化・30 分化の対応を着実に行うこととされた。他方、調整力

調達コストの最小化のためには、当面の間は市場以外での調整力調達手段（余力活用電

源・揚水等随意契約）を併用していくことが必要であると整理された。 

 

（制度的措置の導入について） 

第 50 回需給調整市場検討小委員会（2024 年 9 月 10 日）以降、同小委員会において、制

度的措置に関する検討や技術的検証が行われ、第 54 回需給調整市場検討小委員会（2025

年 3 月 4 日）では、国とも連携の上、2026 年度からの制度的措置の導入要否等の検討を進

めていくこととされた。 

第 103 回制度検討作業部会では、市場での調達割合を増やすという方向性は合理的であ

る一方、制度的措置の導入は市場の混乱や事業者のオペレーション対応上の負担増となる

と推測されることから、経済効率性と市場参加の自由度確保のバランスを保ちながら調整力

調達を進めることを基本的な方向性とし、当面は余力活用電源や揚水等随意契約も活用し

ながら市場調達を進め、2026年 4月からの制度的措置の導入は見送ることとされた。 

他方、今般、制度的措置の導入を見送ることで、発電事業者における市場応札のシステム

整備やオペレーション対応が一切進まなくなることは望ましくない。事実上、全電源の市場応

札を求める同時市場の導入に向け、部分的に同時市場の一部制度を試行することは、実務

的課題をあらかじめ洗い出す観点等から有益である。事業者のシステム改修の負担等も考

慮に入れつつ、今後、同時市場開始前の時点では全電源の市場応札を一定の範囲で求め

ていくこととされた。 
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（2026年度以降の三次調整力②市場6の対応方針について） 

第 108回制度検討作業部会において、2026年度以降の前日取引化以降の三次調整力②

の募集量について、2025 年度現在の「1σ 相当」又は「3σ 相当に募集量削減係数をかけた

もの」のうち小さい方とする対応を、継続的に適用することとされた。これは、募集量削減係数

が、余力調達コスト・市場調達コストの大小が逆転する点において募集量を削減する考え方

であり、これを導入した 2024 年 11 月以降、市場と余力の調達コストを合わせて、十分なコス

ト抑制を図ることができていたためである。また、募集量削減係数の仕組み上、仮に応札未

達であったとしても、次回更新時の募集量削減係数により安値の応札量に応じて市場サイズ

が縮小することとなり、いたずらなコスト増大に繋がる懸念は小さいことから、引き続き三次調

整力②の上限価格を設定しないこととされた。 

 

（2026年度以降の複合市場の対応方針について） 

＜2025年度時点における募集量・上限価格の水準＞ 

2025年度時点において、一次調整力・二次調整力①は、必要量3σ相当を、市場調達と、

必要に応じて揚水随意契約で確保する一方、二次調整力②・三次調整力①は、市場調達で

の確保量を最大 1σ とし、前日 12 時時点での広域予備率が 12%7を下回っている場合、3σ

相当まで必要分を追加調達する効率的な調達を導入しており、2025 年度時点では、追加調

達分は余力活用電源より調達している。 

また、上限価格については、二次調整力②・三次調整力①の単一商品は 7.21円/ΔkW・30

分、一次調整力・二次調整力①の単一商品及び複合商品は 19.51円/ΔkW・30分と設定され

ている。一次調整力・二次調整力①及び複合商品の上限価格が高く設定されているのは、第

66回電力・ガス基本政策小委員会（2023年 10月 31日）において、「週間調達段階では不確

実性があるため全体の供給量が抑制され、相対的に高い価格での応札が増える可能性もあ

り、できる限り市場を通じて必要な調整力を確保する観点からは、多少調達コストが上昇して

も、確実に必要量を確保することが重要」であると整理されたためである。 

 

＜2026年度以降の複合市場の対応方針＞ 

第 108 回制度検討作業部会において、2026 年度に、応札未達が継続することによる市場

環境の大幅な悪化が発生し、それに伴い、2024 年度の三次調整力②の募集量削減のように、

様々な措置を直ちに講じることで、TSO 及び発電事業者の業務に急激な影響が生じることを

防ぐため、あらかじめ 2026 年度以降の複合市場の募集量削減、合理的な上限価格の設定

について検討した。 

 
6 需給調整市場のうち三次調整力②の取引を行うもの。 
7 12%という閾値は、第 83回制度検討作業部会で議論された、2025年度時点において適用され

ている閾値であり、第 58回需給調整市場検討小委員会において、2026年度以降は閾値を 10%と

することとされた。 
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市場で取引される調整力の厚みが増すためには、継続的に調整力を供出するリソースが

参入しやすい市場を形成する必要がある一方、引き続き市場への応札不足が懸念される現

在の状況下では、募集量と応札量が乖離していることによる調整力調達コストの高騰を防ぐ

必要がある。 

第 110回制度検討作業部会では、2026年度以降、複合市場が前日取引化・30分化するタ

イミングでは、複合市場の状況を予断することができないため、募集量・上限価格について一

定の措置を講じた上で、市場への応札状況等をモニタリングし、一定の約定機会を確保しな

がら競争的な環境が形成されるまでの間、調整力調達コストの高騰を抑制できるように募集

量・上限価格を見直すこととされた。 

具体的には、2026 年度以降、一次調整力・二次調整力①の募集量を、3σ相当量から 1σ

相当量まで削減する8こと、一次調整力・二次調整力①、複合商品の上限価格を、19.51円/Δ

kW・30 分から 15 円/ΔkW・30 分に引き下げた上で、市場における競争状況の改善が見られ

ない場合には、10円/ΔkW・30分、7.21円/ΔkW・30分（第 108回制度検討作業部会で議論

された上限価格の水準）等と段階的に引き下げることとした。 

その上で、市場で取引される調整力の厚みが増すためには、継続的に調整力を供出する

リソースが参入しやすい市場を形成する必要があり、適切な競争環境と十分な約定機会を確

保する観点から、市場において十分な競争が働いていることが確認できた場合には、募集量

を増加させることとした。上限価格についても、市場における競争状況に改善が見られる場

合には、それ以上の引下げは行わないこととした。 

市場における競争状況については、前日取引開始後、１か月、２か月、３か月、６か月など

の一定の期間における実績（例えば、募集量に対する応札量の状況、応札価格の分布、余

力の価格水準）を確認し、その検証結果を踏まえて判断することとし、その際、エリアや商品

等による市場の状況の違いにも留意することとした。 

 

  

 
8 専用線の構築が不要な「一次オフライン枠」の調達上限は、2025年度時点では、電力の安定供

給の観点から、一次調整力の必要量（電力需要の変動に相当する平常時分と、電源脱落時の対

応に相当する異常時分の合算）のうち平常時分の 3σ相当値とされているが、一次調整力の募集

量を３σ相当値から１σ相当値に削減することに伴い、「一次オフライン枠」の調達上限も、平常

時分の 1σ相当値まで引き下げる。 
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＜電力需給調整力取引所（以下、「EPRX」という。」取引会員向けアンケート＞ 

2026 年度以降の複合市場の前日取引化・30 分化に向けた準備状況等について、事業者

に対して、資源エネルギー庁、電力広域的運営推進機関、EPRX の連名で実施したアンケー

ト9（以下、「EPRX 取引会員向けアンケート」という。）を行い、第 57 回需給調整市場検討小委

員会（2025年 9月 26日）において、その結果が公表された。 

アンケートの結果、複合市場の前日取引化・30分化により複合市場への応札を増加させる

と回答した事業者が一定存在する一方、一部の事業者については、適正な電力取引等に関

する指針（以下、「適取ガイドライン」という。）において、スポット市場の取引タイミング(前日10

時)で余剰電力の全量をスポット市場へ応札することが、公正かつ有効な競争の観点から望

ましい行為とされているため、その売れ残り札のみが、前日 14 時に行われる需給調整市場

へ応札可能となる。そのため、実際の応札量について、アンケート実施時点では見通しが立

たない、あるいは減少する可能性もあるという回答があった。 

 

（参考図６－１）複合市場・三次調整力②市場への 2026年度想定応札量（リソース別） 

※第 57回需給調整市場検討小委員会 資料 2 抜粋 

 

  

 
9 2026年度から開始される複合市場の前日取引化に向けた準備状況と、2025年 6月から実施

した市場外調整力（自然体余力）控除による影響について、EPRXの全ての取引会員（106会員）

に対し、2025年 7月 17日～8月 1日の期間で実施。 
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（参考図６－２）複合市場・三次調整力②市場への 2026年度の想定応札量（必要量との比較） 

※第 57回需給調整市場検討小委員会 資料 2 抜粋 

 

 

EPRX取引会員向けアンケートを踏まえると、2026年度の想定応札量は、複合市場では増

加が見込まれる一方、複合市場への応札の流れ込みにより三次調整力②市場では減少す

る懸念がある。また、一次調整力・二次調整力①について、2025年度の必要量実績を下回る

水準になることが見込まれており、2026 年度以降も引き続き応札量が不足する可能性があ

る。 

さらに、複合市場と三次調整力②市場は同一タイミングで応札・約定が行われることになる

が、前日取引化開始時点において、同一札から双方への応札はできない仕組みであるため、

２つの市場への振り分けについては、「経済期待値が最大化するように実施」と回答する事

業者が多く、市場における各商品の募集バランスを考慮しない応札が続く可能性もあり、応

札が偏る懸念が存在する。 

以上を踏まえると、2026 年度以降、商品ごとの応札の偏りが必ずしも発生しないとは言い

難く、全ての商品に対して、高い確度で、募集量を満たす十分な応札が入るかは不透明であ

るといえる。 
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＜複合市場における募集量＞ 

2025 年度時点では、市場のほかに余力活用電源・揚水等随意契約を組み合わせて調整

力を確保しており、複合市場において、市場外調整力の控除（控除期限は 2026 年 3 月）と、

複数のエリアで揚水の随意契約による募集量の削減を行っている。2025 年度時点では市場

における一次調整力・二次調整力①の調達の未達は多く見られるものの、市場で十分集まり

きらずとも、上記の方針の下、ほかの手段から調整力を調達することで安定供給への支障は

出ておらず、市場外の調整力調達コストについても、いたずらな高騰は生じていない。 

2026 年度以降の募集量を 1σ 相当量とした場合の 3σ 相当からの削減割合について

2025 年 8 月のデータを基に試算したところ、全体として見れば約定余地が一定程度残ること

が推測される。 

 

（参考図６－４）一次調整力・二次調整力①の募集量を 1σとした場合の試算10 

 

 

  

 
10 例えば、北海道の 1BLにおいて削減の割合は 72%であるが、削減後の募集量は 72％となり、

募集量の 28％が削減されることを意味する。 
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一次調整力、二次調整力①の募集量を 1σ相当とした際の影響について、2025 年度末に

市場外調整力の控除が終了することも踏まえると、必ずしも大幅な削減にはならない。また、

EPRX 取引会員向けアンケートによる 2026 年度の応札見込量と比べると、一次調整力では

2026年度の応札見込量と同程度、二次調整力①では 2026年度の募集量見込量を下回るも

のの、2025年度の募集量と同程度以上になる。 

 

（参考図６－５）複合市場における全商品の募集量を 1σ相当とした際の影響について 

 

 

＜複合市場における上限価格＞ 

複合市場における単価別応札量を見ると、大半のリソースは、7.21 円/ΔkW・30 分（＝

14.42円/ΔkW・h）以下で応札しているが、2025年度時点での上限価格 19.51円/ΔkW・30分

（＝39.02 円/ΔkW・h）近傍での応札が一定程度存在し、上限価格近傍での約定札が、一定

程度、調達費用総額にも影響を与えている。 
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（参考図６－６）複合市場における単価別応札量・約定費用分布（2025年 4月～9月）1112 

 

 

前日取引化以降、複合市場の取引タイミングがスポット市場の後になることから、スポット

市場で不落札となった電源が、その後の需給調整市場に応札できるかどうかを検討するため、

スポット市場の約定価格の分布と複合商品の応札価格の分布を比較した。例えば、複合市

場の上限価格を 10 円/ΔkW・30 分とした場合に、現在の複合商品の応札の 97.5％（容量ベ

ース）が収まっていることや、スポット市場の約定コマのうち 97.1％が 20 円/kWh（10 円/Δ

kW・30分に相当する水準）以下であることから、上限価格を 19.51円/ΔkW・30分から一定程

度引き下げたとしても調整力の安定的な確保の観点で影響はないと考えられる。 

 

（参考図６－７）スポット市場の約定価格分布と複合市場の応札価格分布 

（2024年 11月～2025年 10月） 

 

 

  

 
11 二次調整力②、三次調整力①の単一商品応札分を除く。 
12 図表上の「新しい上限価格」は、第 108回制度検討作業部会において議論された上限価格の

水準であり、2026年度以降に実際に適用される上限価格ではない。 
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また、蓄電池事業の収益性について、実際の応札動向や、事業者へのヒアリング内容を基

に、モデルケース（稼働年数：10 年・15 年、約定量：2 ブロック/日（6 時間相当）、応札価格：5

円、7.21 円、10 円、15 円、19.51 円（/ΔkW・30 分）、時間率：4 時間率）を用いて検討した。例

えば、Capex 単価が 6 万円/kWh の電源が、10 円/ΔkW・30 分で 10 年間継続的に約定した

場合の IRRは 10.3%と試算され、事業者の投資目線である IRR 5～10％を下回る水準にはな

らないことから、上限価格を 19.51 円/ΔkW・30 分から一定程度引き下げた場合においても、

事業継続の観点で、大きな悪影響はないと考えられる。 

 

（参考図６－８）蓄電池事業の収益性に関する検討 
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（5） 揚水発電に関する対応について 

（揚水における応札拡大方針の取扱い） 

第 47・48回需給調整市場検討小委員会（2024年 5月 15日・6月 26日）及び第 94回制度

検討作業部会（2024年 6月 28日）において、発電バランシンググループ（以下、「BG」という。）

内で運用されている揚水発電機について、並列必須要件が定められた一次調整力・二次調

整力①への応札障壁として BG 側が抱えるアセスメント違反や計画不一致リスクを緩和すべ

く、対応策①（最低出力等の供給力を確保できない場合、TSO が余力活用契約で代替ΔkW

を用意するもの）、対応策②（最低出力等を供給力として販売できなかった場合、TSO が最低

出力分を系統並列し持替先も用意するもの）を講じることとされた。 

第 108 回制度検討作業部会において、2026 年度以降もアセスメント違反・計画不一致リス

クは残り得ること、具体的には、対応策①について、前日取引化された場合、約定した以降に

最低出力分の水位を確保するには、実需給断面までに自社火力機の稼働や時間前市場で

の調達による電力からポンプアップするしかなく、引き続き最低出力などの供給力を確保でき

ないアセスメント違反リスクは残ること、対応策②についても、実需給断面における最低出力

等は、自社火力機の持ち下げで吸収するか、時間前市場で販売するしかなく、引き続き最低

出力の販売先が見つからない計画不一致リスクは残ること、発電事業者に対するアンケート

では、揚水事業者からも対応策①②の継続を求める声もあったことを踏まえて、2026 年度以

降もこれらの対応策を継続することと整理された。 

 

（参考図４－１）揚水の需給調整市場への応札に関する課題への対応の方向性 

※第 47回需給調整市場検討小委員会 資料 4 抜粋 
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（6） 需給調整市場の運営主体の位置づけについて 

（後日、第 110回制度検討作業部会での議論内容を反映する予定） 

2025年度現在、需給調整市場は、EPRX13が私設・任意で運営しているが、第 89回制度検

討作業部会（2024年 2月 28日）において、法的な位置づけについて、今後の検討課題とされ

ていた。 

変動性再生可能エネルギーの大量導入に伴い、調整力の確保がますます重要となる。ま

た、同時市場の導入に向けた検討が進められる中で、スポット市場14などの kWh 市場に加え

て、ΔkW 市場である需給調整市場についても、適正な競争の確保、市場運営の健全性の担

保が求められており、第４回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会（2025 年 12 月 17 日）

においても、需給調整市場の運用改善に向けた取組を進めていくこととされた。 

需給調整市場の市場運営の健全性が担保されるよう、運営主体に対し、運営報告やガバ

ナンスの適切性確保等が担保されるよう、法制度上の措置も含めた検討をすることと整理し

た。 

 

（7） 需給調整市場の売買手数料について 

（後日、第 110回制度検討作業部会での議論内容を反映する予定） 

ERPX は、市場運営業務に要する経費に相当する売買手数料を、需給調整市場において

取引を行う調整力提供事業者、一般送配電事業者から収受しており、その手数料は 2025 年

度現在、0.03円/ΔkW・30分となっている。 

設立当時から、売買手数料は市場運営に実際に要する経費（実費）に基づいて算定する

（ΔkW 約定量に応じた従量制）という考え方が整理されている。例年の算定は、その考え方

を基に、EPRX にて出た利益や損失を相殺するような形で、必要に応じて翌々年度の売買手

数料削減・上乗せを行う「収支相償」の考え方を基本として行われている。 

2026 年度以降も市場の状況が見通せない中、手数料設定時の想定から約定量が大きく

変動する可能性があり、結果として手数料収入が想定以上に変動し、EPRX に余剰な利益・

損失が発生する可能性がある。実際、足下においても、調整力調達コスト抑制のための三次

調整力②の募集量削減係数による募集量削減割合の変動や、期中の募集量削減方策の対

応開始に加え、システム改修の対応など、収支相償を実現させることが困難な状況にある。 

こうした状況も踏まえ、第 108 回制度検討作業部会において、2025 年度現在、取引規程

上、年度ごとに更新されることになっている EPRX の売買手数料について、機動的な対応が

必要になる可能性にも鑑み、今後は年度途中に必要な見直しを認めることとした。 

第 110回制度検討作業部会において、EPRXが 2026年度以降の複合市場の前日取引化・

 
13 2021年に任意組合の形態で設立され、2024年に、市場運営の安定性、透明性・中立性を向

上させる取組の１つとして、一般社団法人化した。 
14 スポット市場等については、電気事業法に基づき、一般社団法人日本卸電力取引所（JEPX）

が、経済産業大臣の指定を受けて市場を開設している。 
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30 分取引化等に伴うシステム改修のための費用、ベンダーに支払う保守費用の増加等を踏

まえ、2026年度の売買手数料単価を 0.06円/ΔkW・30分に引き上げる意向であることを示し

た。2025 年 12 月、EPRX において、2026 年度の売買手数料単価の引上げについて意見募

集が実施され、市場参加者の意見を聴取・加味した上で、2026 年度の売買手数料単価を

0.06円/ΔkW・30分に引き上げる決定がなされる予定である。 

 

 

（8） 価格規律の見直しについて（適正な電力取引についての指針及び需給調整市場ガイド

ラインの改定） 

需給調整市場の価格規律の見直しに係る適取ガイドライン及び需給調整市場ガイドライン

の改定について、2025 年 12 月 10 日付けで電力・ガス取引監視等委員会委員長より経済産

業大臣宛てに建議が行われた。当該建議における適取ガイドライン及び需給調整市場ガイド

ラインの改定の経緯及び概要については以下のとおり。 

 

（事後的措置を規定する枠組みの見直し） 

需給調整市場における適正な取引を確保するための措置については、当分の間、電気事

業法に基づく業務改善命令等の事後的な措置（問題となる行為の規定）に加えて、上乗せ措

置として、市場支配力を有する蓋然性の高い事業者（事前的措置の対象事業者）には一定

の規範に基づいて入札を行うことを要請するという事前的措置（望ましい行為の規定。これを

遵守している限りにおいて業務改善命令等の対象とはならない、いわゆるセーフハーバーと

なる位置づけ）を講じている。 

適取ガイドラインには、当該事後的措置の詳細及び事前的措置の考え方を規定しており、

需給調整市場ガイドラインにおいては、事前的措置の考え方の詳細を示している。 

事後的措置の詳細について、電力・ガス取引監視等委員会事務局によるこれまでの監視

の実績や需給調整市場の運用状況を踏まえると、需給調整市場における適正な価格形成を

確保する観点からは、相場操縦のように市場相場を人為的に操作する行為だけに限らず、

市場相場を変動させる目的がなかったとしても、「不合理な入札価格（登録価格）又は入札量

の設定により不当に収益を得る行為」や「不適切なシステム設定により、不合理な入札価格

（登録価格）又は入札量が設定され、需給調整市場やインバランス料金の精算に関して他の

複数の事業者に影響を与える行為」は抑止すべきと考えられ、これらを業務改善命令等の対

象となり得る行為（問題となる行為）とすることが適当と整理された。これまでの制度設計の

枠組みを踏まえると、適取ガイドラインの「問題となる行為」に記載することが考えられるが、

適取ガイドラインに従前のように「問題となる行為」の詳細を記載する対応では、想定外の問

題となり得る入札行動が五月雨式に発生した際の柔軟性や、事業者への問題となる行為の

周知に支障があると考えられる。 

したがって、適取ガイドラインにおいては、需給調整市場の透明性に係る記載に関し「その
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他の問題となる行為」を追記することにとどめ、その具体的な処分対象行為については、需

給調整市場ガイドラインに全部委任する旨を記載することとし、需給調整市場ガイドラインの

位置づけについて、適取ガイドラインの「望ましい行為」の詳細を示すものという従来の位置

づけに加え、「問題となる行為」の詳細を示すものでもあるという位置づけを追加すると整理さ

れ、需給調整市場ガイドラインに具体例と共に以下を「問題となる行為」として追記することと

された。 

⚫ 調整力ΔkW市場における入札価格若しくは入札量又は調整力 kWh市場における登録

価格の不合理な設定により、不当に収益を得る行為 

⚫ 不適切なシステム設定により、調整力ΔkW市場における入札価格若しくは入札量又は

調整力 kWh市場における登録価格が不合理に設定され、需給調整市場やインバランス

料金の精算に関して、他の複数の事業者に影響を与える行為 

 

（B種電源協議の廃止） 

2025年度は、2025年度の容量市場の約定価格が前年度と比して大きく低下したことから、

容量市場での固定費回収が困難な電源が増加し、B 種電源協議の件数が 2024 年度より大

幅に増加した（2024年度：5件、2025年度：2025年 10月 17日時点で 34件）。B種電源協議

に当たっては協議事業者および電力・ガス取引監視等委員会事務局の双方に事務コストが

発生した一方、上限価格や募集量削減策が講じられた現在の需給調整市場の市況において

は、協議額では約定し得ない状況であり、B種電源協議の有用性に疑問が生じている状態で

あった。 

2026 年度からは、B 種電源協議を廃止することとする一方、一定の粒度の事前確認を維

持する観点から、大きな市場支配力を有する蓋然性の高い事業者（事前的措置の対象事業

者）に対しては、次年度の取引開始前（期中に参入又は入札価格の考え方を変更する電源

等は、期中の取引開始前）に各電源等の入札価格の考え方について、価格規律の認識に齟

齬がないことの確認を行い、四半期ごとに期中の固定費回収状況について報告を求めること

と整理された。 

 

（ΔkW価格及び調整力 kWh価格の考え方） 

2025 年度に開催された第９回、第 10 回、第 14 回、第 15 回制度設計・監視専門会合にお

いてはΔkW入札価格に不適切な費用を計上していた事案や、B種電源協議における固定費

回収のための合理的な額の考え方に関する整理、及び 2026 年度以降の全商品前日取引化

に伴う、ΔkW 価格の「逸失利益（機会費用）」の考え方や関連する費用（起動費等）の計上方

法・取扱いに関する整理が行われ、ΔkW入札価格の考え方が示された。これらのΔkW価格

および調整力 kWh価格の考え方は需給調整市場ガイドラインに追記されることとされた。 

また、需給調整市場ガイドラインの事前的措置のセーフハーバーとしての位置づけを明確

化するための追記等もされることとされた。 
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これらの変更は、需給調整市場の価格規律透明化による市場への応札量増大、競争活性

化による調整力調達コストの抑制にも資する取組みであると判断されることから、建議のとお

り、「適正な電力取引についての指針」及び「需給調整市場ガイドライン」を改定することとし

た。 

 

なお、「適正な電力取引についての指針（改定案）」及び「需給調整市場ガイドライン（改定

案）」については、別途、2025年 12月 26日から 2026年 1月 29日までを意見募集期間とす

るパブリックコメント手続15に付している。 

 

 

 

  

 
15 「適正な電力取引についての指針（改定案）」及び「需給調整市場ガイドライン（改定案）」に対

する意見募集について（https://public-comment.e-

gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620125018&Mode=0） 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620125018&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620125018&Mode=0
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（参考）「適正な電力取引についての指針」及び「需給調整市場ガイドライン」の改定の建議に

ついて（2025年 12月 10日 一部抜粋） 
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需給調整市場ガイドライン（案） 

策定 ２０２１年３月３０日 

改定 ２０２３年３月１０日 

改定 ２０２４年３月２５日 

改定 ２０２５年３月２４日 

改定 ２０２６年●月●●日 

経済産業省 

 

Ⅰ．本文書の位置づけ 

2021年度から開設される需給調整市場において、その適正な取引を確保するための措

置については、電力・ガス取引監視等委員会制度設計専門会合において、当分の間、電気

事業法に基づく業務改善命令や業務改善勧告の事後的な措置に加えて、上乗せ措置とし

て、市場支配力を有する蓋然性の高い事業者には一定の規範に基づいて入札を行うことを

要請するという事前的措置を講じることとされた。 

この事前的措置の考え方については、大きな市場支配力を有する事業者（地域間連系線

の分断等が生じた場合に市場支配力を有することとなる蓋然性が高い事業者を含む。）に

対して、競争的な市場において取るであろう行動を常に取るよう求めることが適当とさ

れ、また、このような行動は、大きな市場支配力を有する事業者のみならず、それ以外の

事業者においても望ましいものであるとされた。 

なお、望ましい行為として規定する「競争的な市場において合理的な行動」は、市場相

場を変動させることを目的としていないとみなされることから、それを全て遵守している

限りにおいては、確実に、業務改善命令等の対象とはならない。すなわち、セーフハーバ

ーとなる。他方で、事前的措置を遵守しなかったことをもって直ちに業務改善命令等の対

象となるものではなく、業務改善命令等の対象となり得る行為（市場相場を変動させるこ

とを目的として市場相場に重大な影響をもたらす取引を実行すること又は実行しないこと

等）を踏まえ、それに該当するかどうか等を考慮した上で判断されることとなる。 

以上を踏まえ、「適正な電力取引についての指針（以下「適取ガイドライン」とい

う。）」において、需給調整市場における「望ましい行為」及び「問題となる行為」とし

て、上記の考え方を規定し、その詳細について、本文書を策定し参考とすることとされ

た。 

本文書は、需給調整市場における事前的措置及び事後的措置の考え方の詳細を示すこと

で、需給調整市場の適切な運営を目指すものである。 
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需給調整市場における措置の全体像 

対象事業者 法的措置 上乗せ措置 

大きな市場支配力を

有する事業者 

 

 

それ以外の事業者   

 

Ⅱ．需給調整市場の概要 

需給調整市場には、 

調整力ΔkW 市場：発電事業者等が電源等を供出し、一般送配電事業者は、調整力と

して最低限必要な量の電源等を事前に予約するための市場 

調整力 kWh 市場：実需給断面において、予約した電源等（以下「予約電源」とい

う）に加え、スポット市場等で約定しなかった余力活用電源も含め

た電源から、一般送配電事業者が kWh価格の安い順に稼働指令を行

う市場 

の２つの市場が存在するため、需給調整市場における「望ましい行為」の詳細について

は、調整力としての電源等を予約する調整力ΔkW市場と、予約した電源等を運用する調

整力 kWh市場のそれぞれについて整理する。 

 

Ⅲ．需給調整市場において望ましい行為の詳細 

１．調整力 kWh市場 

（１）予約電源以外 

調整力 kWh市場の予約電源以外における適取ガイドラインの「望ましい行為」に記

載の競争的な市場において合理的な行動となる価格とは、各電源等の kWh 価格の登

録が、次の式を満たすようにすることをいう。 

 

上げ調整の kWh価格≦当該電源等の限界費用＋一定額 

下げ調整の kWh価格≧当該電源等の限界費用－一定額 

一定額＝限界費用×一定割合 

 

上記に該当する場合には、その価格は市場相場を変動させることを目的としていな

いとみなされ、それを遵守している限りにおいては、業務改善命令等の対象とはなら

ないものとする。 

後述３．で特定する大きな市場支配力を有する蓋然性の高い事業者は、事前的措置

として上記の kWh価格で登録することが望ましい。 

「市場相場を変動させるこ

とを目的として市場相場に

重大な影響をもたらす取

引を実行すること」等があっ

た場合には、業務改善命

令等で是正 

（事後的措置） 

登録価格に一定の規律を

設け、それを遵守するよう要

請（事前的措置） 
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なお、この式において、「限界費用」及び「一定割合」については、以下のとおり

である。 

 

①「限界費用」について 

限界費用の考え方については、以下のとおりとする。 

なお、限界費用は、１単位追加的に発電した際に増加する費用であることを踏ま

え、同一出力帯における上げ調整時の限界費用と下げ調整時の限界費用は一致させ

る。 

 

（火力発電の限界費用の考え方） 

⚫ 火力発電の限界費用は増分燃料費等とする。なお、発電単価ではない点に

留意する必要がある。 

 

（揚水発電、一般水力、DR等の場合の限界費用の考え方） 

⚫ 「機会費用を含めた限界費用」を基本的な考え方とする。 

⚫ 「限界費用」には、揚水発電における揚水運転や一般水力における貯水の

減少に対応するための火力発電等の稼働コストを含む（※１、２）。 

⚫ 「機会費用」には、揚水発電や一般水力における貯水の制約による卸電力

市場での販売量減少による逸失利益、DRによる生産額の減少等の考え方が

取り得る（※３）。 

⚫ その他、蓄電池や燃料制約のある火力電源等についても、上記の考え方を

適用する（※１、４、５）。 

⚫ 監視においては、これらの考え方を示す根拠資料の提出を求め、登録 kWh

価格が合理的でない場合は修正を求めるなどの対応を事前及び事後に行

う。 

 

※１ 揚水発電及び蓄電池の限界費用は、以下の算定式とする。 

※２ ※１の算定式における蓄電原資の考え方の例 

・約定ブロックに向けてスポット市場等から調達した費用（＝調達の市場価格） 

・自社電源で充電した場合の充電費用（ただし、スポット市場等からの調達費用

と比較して著しく高額とならないこと） 

・蓄電池に充電されている電気の費用（＝充電されている電気の加重平均価格） 

なお、一般送配電事業者からのインバランス補給による充電は適当ではない。

また、限界費用の算定に発電事業者等が想定するインバランス料金は用いない。 

※３ 卸電力市場価格等を機会費用として上げ調整の kWh価格に引用する場合、

下げ調整の kWh価格は、以下の算定式とする。 

 なお、卸電力市場価格等を機会費用として下げ調整の kWh価格に引用する

場合、以下の算定式を逆算して上げ調整の kWh価格を登録する。 
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下げ調整の kWh価格＝上げ調整の kWh価格÷１．１×０．９ 

※４ 燃料不足が懸念される場合の火力発電の稼働により発生する機会費用の例 

・先々の時間帯で発電量の制約により生じる電気の不足分を代替電源の稼働、ス

ポット市場等からの調達で充当する際の費用 

・先々の時間帯で発電量の制約により生じるスポット市場等での販売量減少によ

る逸失利益 

※５ 機会費用算定における先々の時間帯における市場価格の考え方の例 

・過去の市場価格を基に将来の市場価格を推計する。 

・先渡・先物市場価格を基に将来の市場価格を推計する。 

・週間予備率により先々のインバランス料金を推計する。 

 

②「一定割合」について 

調整力 kWh市場に供出するインセンティブ等の確保を考慮し、限界費用に、「限界

費用(円/kWh)×10%」の一定額を上乗せした範囲内で kWh価格を登録する。 

なお、当該一定額の算出に用いる限界費用には発電側課金の kWh課金分を含めな

い。また、当該一定額の割合については、市場開始後の状況を見ながら必要に応じ

て見直しを検討する。 

 

（２）予約電源 

予約電源は、事前に調整力ΔkW市場を通じて調達され、既にΔkWの収入を得てい

ることから、後述３．で特定する大きな市場支配力を有する蓋然性の高い事業者で

あるかどうかにかかわらず、全ての事業者は、その登録 kWh価格は予約電源以外の

登録 kWh価格と同等とすること及びΔkWの契約においてそれを明確化することが望

ましい。 

また、「限界費用」及び「一定割合」は、上述（１）①②を参照する。 

 

２．調整力ΔkW市場 

調整力ΔkW市場における適取ガイドラインの「望ましい行為」に記載の競争的な市

場において合理的な行動となる価格とは、各電源等のΔkW価格の登録が、次の式を満

たすようにすることをいう。 

 

ΔkW価格≦当該電源等の逸失利益（機会費用）＋一定額等 

 

上式に該当する場合には、その価格は市場相場を変動させることを目的としていな

いとみなされ、それを遵守している限りにおいては、業務改善命令等の対象とはなら

ないものとする。 

 

後述３．で特定する大きな市場支配力を有する蓋然性の高い事業者は、事前的措置

として上記のΔkW価格で登録することが望ましい。また、監視においては、当該事業

者に対し次年度の取引開始前に、以下のⅰ）について確認を行う。ただし、期中に参
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入又は入札価格の考え方を変更する電源等は、期中の取引開始前に確認を行う。ま

た、当該事業者に対し四半期ごとに、以下のⅱ）について報告を求める。 

ⅰ）各電源等の入札価格の考え方について、価格規律の認識に齟齬がないこと 

ⅱ）期中の固定費回収状況 

 

後述３．で特定する大きな市場支配力を有する蓋然性の高い事業者以外の事業者に

おいても、上式の考え方に基づいたΔkW価格を入札価格とすることが望ましい。 

なお、この式における「逸失利益（機会費用）」及び「一定額等」については、以

下のとおりである。 

 

①「逸失利益（機会費用）」について 

ΔkWを需給調整市場に供出する電源は、以下の形で確保されると考えられることか

ら、これらを逸失利益（機会費用）の考え方とする。なお、逸失利益（機会費用）

は、需給調整市場への応札に伴い発生するものをいう。 

 

（逸失利益（機会費用）の考え方） 

（ア）応札事業者が想定する卸電力市場価格（以下「卸電力市場価格（予想）」とい

う。）よりも限界費用が高い電源を追加的に起動並列しΔkWを確保する場合 

この場合、当初の計画では起動しなかった電源であるため、その「起動費」、

及び、「最低出力までの発電量について卸電力市場価格（予想）と限界費用との

差額」（以下「起動費等」という。）の機会費用が発生。 

（イ）卸電力市場価格（予想）よりも限界費用が安く、定格出力で卸電力市場に

供出する計画だった電源の出力を下げてΔkWを確保する場合 

この場合、ΔkWで落札された分は卸電力市場で応札できなくなるため、その

分の発電可能量（kWh）について、卸電力市場価格（予想）と限界費用との差額

の逸失利益が発生。 

 

調整力ΔkW市場に供出する電源のΔkW確保の考え方 

 

なお、限界費用及び卸電力市場価格（予想）については、以下のとおりとする。 

 

（限界費用の考え方） 

⚫ 限界費用に含まれる燃料コストについては、特段の事情がない限り、定格出力

までの間の適切な価格を１つ選定する。 
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⚫ 揚水発電等の限界費用については、調整力kWh市場における限界費用の記載を参

照して算定する。 

 

（卸電力市場価格（予想）の考え方） 

⚫ 卸電力市場価格（予想）は、時間前市場価格の想定価格とする。なお、時間前

市場価格の想定価格は、スポット市場価格を基に算定する。 

 

また、起動費等については、以下のとおりとする。 

 

（起動費等の計上・入札の考え方） 

⚫ 起動費等の入札価格への反映は１回分までとすること（※）。１回分の起動

費等を各入札ブロックに約定確率を考慮して按分するなど、入札事業者にお

いて入札を工夫すること。 

⚫ 同一の電源等を一次調整力～三次調整力①の取引を行う市場（以下「複合市

場」という。）と三次調整力②の取引を行う市場（以下「三次②市場」とい

う。）に振り分けて入札する場合は、複合市場と三次②市場に１回分の起動

費等を按分して計上する。１回分の起動費等は、複合市場と三次②市場への

応札量比率に応じて按分する等、合理的な方法で按分計上すること。 

⚫ 取り漏れが生じた起動費等については、その相当分の額について、一般送配

電事業者と発電事業者等の間で事後精算を行っても差し支えない。 

⚫ 適切な事後監視を行う観点から、需給調整市場システムを利用する全ての事

業者は、需給調整市場システムに１回分の起動費の登録を行う。 

 

※ 下げ代不足時又は系統作業時等による抑制により、応札ブロックと応札ブロ

ックの間で発電機の停止が確実である場合に限り、複数回分の起動費等を入札価

格に反映することも差し支えない。 

 

②「一定額等」について 

「一定額」については、0.33円/ΔkW・30分（A種電源）又は「固定費回収のための

合理的な額」の考え方に基づき算定した額（B 種電源）とし、「等」は売買手数料とす

る。 

なお、当年度分の固定費回収後の一定額は、A種電源とする。 

B種電源における「固定費回収のための合理的な額」は、以下のとおりとする。 

 

（固定費回収のための合理的な額の考え方） 

⚫ 固定費回収の対象期間は適切に期間按分された固定費の当年度分とする。 

⚫ 固定費回収の上限額は、当年度分の減価償却費等を含む固定費から他市場で

得られる収益を差し引いた額とする。 

⚫ 一定額（円/ΔkW・30分）は、固定費回収の上限額を想定応札量で除した額と

する。 
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固定費回収のための合理的な額の算定における、「当年度分の減価償却費等を含む固

定費」、「他市場から得られる収益」及び「想定応札量」の考え方は、以下のとおりとす

る。 

 

（当年度分の減価償却費等を含む固定費の考え方） 

⚫ 当年度分の減価償却費等を含む固定費には、例えば、以下のような項目が含ま

れる。 

・人件費、減価償却費、修繕費、委託費、発電側課金の kW課金分 

⚫ 当年度分の減価償却費等を含む固定費には以下の項目を含めない。 

・法人税、容量拠出金 

⚫ 需給調整市場への参加のための制度見直しに伴うシステム改修費については、

年度単位の回収計画を立てた上で算入する。 

⚫ 需給調整市場への参入又は応札に必要なアグリゲーターにかかる費用（人件

費、システム費用等）については、固定費を特定した上で算入する。 

⚫ FIP電源併設蓄電池については、蓄電池にかかる固定費のみを算入する。 

⚫ DR等については、需給調整市場の参入又は応札のために必要な費用（人件費、

システム費用等）を算入する。本来、需要家が自社で使用することを目的に調

達又は設置した設備にかかる費用は含めない。 

 

（他市場で得られる収益の考え方） 

⚫ 他市場で得られる収益は、例えば、容量市場収入、卸電力市場収益及び相対収

益等が含まれる。 

⚫ 容量市場収入については、経過措置により容量市場収入を得ていない額につい

ても、収入を得たとみなす。 

⚫ 容量市場収入がない場合は、容量市場収入が得られる前提で他市場収益として

控除する。この場合、以下の算定式に基づき計上する。 

容量市場収入＝約定価格（電力広域的運営推進機関が公表するエリアプライ

ス）×容量市場における期待容量 

ただし、以下の電源等は容量市場収入を他市場で得られる収益として計上する

必要はない。 

・新規に運開したため、時間的に容量市場に応札できなかった電源等 

・容量市場に応札したが約定しなかった電源等 

 

（想定応札量の考え方） 

⚫ 想定応札量は、定期検査や燃料制約等による停止期間や蓄電池の充放電制約等

を考慮し、当年度に応札することが可能なΔkWを基に、応札事業者が、当該電

源等の運転パターンや過去実績等を踏まえて算定する。 
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３．事前的措置の対象とする事業者の範囲について 

（１）調整力 kWh市場 

①地理的範囲の画定  

事前的措置の対象とする事業者については、調整力 kWh市場において、大きな市

場支配力を有する蓋然性が高い事業者を特定し、それを対象とすることが適当であ

る。そこで、大きな市場支配力を有する蓋然性の有無を評価するためには、まず第 

一に、市場（地理的範囲）の画定が必要となる。 

調整力 kWh市場では、調整力の運用時点で地域間連系線の空容量がゼロの場合に 

は、調整力の広域運用ができなくなるため、市場が分断される。したがって、市場 

（地理的範囲）の画定は、広域需給調整システムの運用時点における市場分断の実 

績を踏まえて判断することが適当である。その上で、市場分断の状況は、コマご 

と、日ごと、季節ごとに変化することから、どのような期間ごとに市場（地理的範 

囲）の画定を行うかが論点となる。事前的措置はあくまで上乗せ措置であること及 

びその実務的な負担を考慮すると、当面は月単位で市場（地理的範囲）の画定を行 

うこととする。 

 

②事前的措置の対象とする事業者の範囲を設定する基準  

市場（地理的範囲）を画定すると、当該市場に基づき、大きな市場支配力を有す 

る蓋然性の有無を評価することとなるが、どのような評価指標を用いるかが論点と 

なる。具体的には、市場シェア、HHI（Herfindahl Hirschman Index）、PSI 

（Pivotal Supplier Index）等の指標を用いた分析があり得るが、需給ひっ迫時な 

ど活用できる調整力の数が少なくなる場合には、小規模な事業者であっても市場支 

配力が行使可能となることがあり得ることから、PSIを用いる方法の方が精緻な分 

析が可能とも考えられるが、需給調整市場の取引状況や広域需給調整システムの運 

用状況等を基にどのような評価手法を用いるか判断する。 

評価指標を確定すると、当該評価指標に基づき分析することとなるが、大きな市 

場支配力を有する蓋然性の有無を評価する基準値をどのように設定するかが論点と 

なる。これについても、需給調整市場の取引状況や広域需給調整システムの運用状 

況等を基に判断する。 

 

（２）調整力ΔkW市場 

調整力ΔkW市場に参加する事業者と調整力 kWh市場に参加する事業者は、ほぼ同

じと考えられることから、それぞれの市場の競争状態はほぼ同じと考えられる。ま

た、調整力ΔkW市場と調整力 kWh市場の事前的措置の対象とする事業者が同じであ

る方が、運用上も分かりやすい。 

こうしたことを踏まえ、調整力ΔkW市場における事前的措置の対象とする事業者

は、前述した調整力 kWh市場の事前的措置の対象と同一とする。 
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Ⅳ．需給調整市場において問題となる行為の詳細 

適取ガイドラインの需給調整市場の透明性に係る「② その他の問題となる行為」につ

いて、その具体的な処分対象行為は以下のとおりであり、これらの行為は、電気事業法に

基づく業務改善命令や業務改善勧告の対象となり得る。 

 

１．調整力ΔkW市場における入札価格若しくは入札量又は調整力 kWh市場における登

録価格の不合理な設定により、不当に収益を得る行為 

２．不適切なシステム設定により、調整力ΔkW市場における入札価格若しくは入札量

又は調整力 kWh市場における登録価格が不合理に設定され、需給調整市場やインバ

ランス料金の精算に関して、他の複数の事業者に影響を与える行為 

 

それぞれについて、具体例は以下のとおり。 

 

（Ⅳ．１．の具体例） 

⚫ 需給要因や電源等の技術的な制約要因では説明がつかない要因により、本ガイドライ

ンの規定を逸脱した入札価格の登録等を行う行為 

⚫ 調整力ΔkW市場で約定した電源等を、これを稼働させることなくΔkW収入を得るた

め、調整力 kWh市場での指令確率を低める登録価格を設定する行為 

⚫ 需給要因や電源等の技術的な制約要因では説明がつかない要因により、限界費用に不

合理な機会費用を含めて登録価格を設定する行為 

 

（Ⅳ．２．の具体例） 

⚫ 調整力 kWh価格の登録において、システム上の問題により誤って高額な価格計算が行

われ、調整力として指令されたことで、インバランス料金の精算に関して他の複数の

事業者に影響を与える行為 

 

 

Ⅴ．本文書の見直しについて 

需給調整市場開始後、電力・ガス取引監視等委員会においては、需給調整市場において

適正な取引を確実に確保するため、市場開始後の取引の状況をモニタリングし、本措置が

適切に機能していない等の状況が見られた場合等においては、制度設計・監視専門会合で

議論の上、適時適切に見直しを行うこととする。 

 

Ⅴ．本ガイドラインの適用について 

 2026年●月●日改定後の本ガイドラインについては、2026年３月 13日以降受け渡し分

からの適用とする。 

 

以上 
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（参考）これまでの検討経緯 

 

※下線部がガイドラインへの反映箇所。 

※事前的措置の対象事業者（2022年度以降）及び連系線確保量の議論、市況、揚水随

契、B種電源協議結果及び B種電源の固定費回収状況等の報告は掲載省略。 

 

第 24回制度設計専門会合（2017年 11月 28日） 

 需給調整市場の価格規律の導入と監視の必要性 

 

第 41回制度設計専門会合（2019年９月 13日） 

 需給調整市場の監視と価格規律のあり方に関する論点提起 

 

第 43回制度設計専門会合（2019年 11月 15日） 

 需給調整市場におけるΔkW価格、kWh価格を設定する際の基本的な考え方 

 

第 45回制度設計専門会合（2020年２月 10日） 

 需給調整市場における問題となる行為及びプライステイカーとしての合理的な価格設

定の考え方 

 

第 47回制度設計専門会合（2020年５月 18日） 

 調整力 kWh市場：競争が限定的となるケース、予約電源の価格登録の考え方、事前的

措置及び事後監視の方向性、「一定額」の「問題となる行為」にあたらない範囲 

 調整力ΔkW市場：競争が限定的となるケース、電源Ⅰの入札価格の考え方、事前的措

置及び事後監視の方向性、「一定額」の「問題となる行為」にあたらない範囲 

 

第 48回制度設計専門会合（2020年６月 30日） 

 調整力 kWh市場：予約電源の価格登録の扱い、予約電源以外の事前的措置と事後監視

の枠組みの整理、事前的措置の対象事業者の考え方 

 調整力ΔkW市場：事前的措置と事後監視の枠組みの整理、事前的措置の対象事業者の

考え方 

 

第 50回制度設計専門会合（2020年９月８日） 

 調整力 kWh市場 

➢ 予約電源：限界費用が明確でない電源等の取扱い、調整力 kWh価格に引用する市

場価格の考え方 

➢ 予約電源以外：固定費回収のための合理的な額の考え方、Ｖ２（下げ調整 kWh価

格）の固定費回収額計上の考え方、マージンの取扱い 

 

第 51回制度設計専門会合（2020年 10月 20日） 

 調整力 kWh市場：事前的措置の対象事業者（一定の基準）の考え方 
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 調整力ΔkW市場：事前的措置の対象事業者（一定の基準）の考え方、逸失利益（機会

費用）の設定方法、固定費回収のための合理的な額の考え方、マージンの取扱い 

 

第 52回制度設計専門会合（2020年 12月１日） 

 調整力 kWh市場：事前的措置の対象事業者（一定の基準）の考え方、事後監視におけ

る問題となる行為の考え方、事後監視における問題とならない行為の明確化 

 調整力ΔkW市場：事前的措置の対象事業者（一定の基準）の考え方、事後監視におけ

る問題となる行為の考え方、事後監視における問題とならない行為の明確化 

 その他：中長期的な検討事項等（需給調整市場における約定方式の見直し） 

 

第 53回制度設計専門会合（2020年 12月 15日） 

 需給調整市場において適正な取引を確保するための措置について（とりまとめ） 

 

第 308回電力・ガス取引監視等委員会（2021年１月 22日） 

 「適正な電力取引についての指針」の改定にかかるパブリックコメント募集について 

 

第 316回電力・ガス取引監視等委員会（2021年３月 15日） 

 「適正な電力取引についての指針」の改定等の建議について 

 

第 69回制度設計専門会合（2022年１月 24日） 

⚫ 適切な起動費等の計上・入札の在り方 

 

第 79回制度設計専門会合（2022年 11月 25日） 

⚫ 機会費用と逸失利益の計上に関する整理：限界費用の選定方法、卸電力市場価格（予

想）の選定方法、売買手数料の整理 

⚫ 持ち下げ供出機の入札価格、起動しなかったユニットの起動費の返還、電源差し替え

時のΔkW価格の取扱いを整理 

 

第 400回電力・ガス取引監視等委員会（2022年 12月 13日） 

 「需給調整市場ガイドライン」の改定の建議について 

 

第 84回制度設計専門会合（2023年４月 25日） 

 予約電源と非予約電源の供出インセンティブのバランスについての検討 

 

第 86回制度設計専門会合（2023年６月 27日） 

 調整力 kWh市場：予約電源、非予約電源の価格規律における一定額を「V1≦限界費用

×1.1」、「V2≧限界費用×0.9」に統一 

 調整力ΔkW市場：需給調整市場への参加のための制度見直しに伴うシステム改修費の

取扱い、起動費等の入札価格への反映方法の見直し、固定費回収のための合理的な額

の検討、上限価格・需給変動リスク織り込みの検討 
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第 87回制度設計専門会合（2023年７月 28日） 

 調整力ΔkW市場の価格規律の固定費回収のための合理的な額の検討 

 

第 88回制度設計専門会合（2023年８月 22日） 

 調整力 kWh市場：予約電源、非予約電源の価格規律における一定額を「V1≦限界費用

×1.1」、「V2≧限界費用×0.9」に統一。機会費用の考え方の需給調整市場ガイドラ

インへの明確化。 

 調整力ΔkW市場：固定費回収のための合理的な額の検討、上限価格・需給変動リスク

織り込みの検討 

 その他：入札単価誤りへの対応について整理 

 

第 89回制度設計専門会合（2023年９月 29日） 

 調整力 kWh市場：揚水機及び蓄電池の限界費用の算定式 

 調整力ΔkW市場：価格規律の「一定額」の検討（A種電源、B種電源）、上限価格の

検討、起動費等の入札価格への反映方法の再検討、複合商品への供出インセンティブ

の付与の検討 

 

第 90回制度設計専門会合（2023年 10月 31日） 

 B種電源の一定額を協議する際の諸元等について、電源トラブルがあった場合のΔkW

の高値への再登録、過去の整理（持ち下げ供出機の入札価格、電源差し替え時の価

格）の明確化 

 

第 477回電力・ガス取引監視等委員会（2023年 11月 21日） 

 「需給調整市場ガイドライン」の改定の建議について 

 

第 96回制度設計専門会合（2024年４月 26日） 

 需給調整市場ガイドラインの遵守主体について 

 

第 97回制度設計専門会合（2024年５月 28日） 

 揚水発電の公募調達の検討、起動供出に係る調整力ΔkW市場と余力活用契約とのイン

センティブ比較検討、起動費取り漏れリスクの検討 

 

第 98回制度設計専門会合（2024年６月 25日） 

 起動費事後精算の検討（起動費をΔkW価格に計上しない案の検討） 

 

第 99回制度設計専門会合（2024年７月 30日） 

 起動費事後精算の検討（起動費をΔkW価格に計上しない案の問題点） 

 

第 100回制度設計専門会合（2024年８月 27日） 
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 ΔkW価格への起動費の計上方法の見直し及び起動費事後精算 

 

第１回制度設計・監視専門会合（2024年９月 30日） 

 調整力ΔkW市場：起動費等事後精算の詳細検討、経済差替の運用見直し、B種電源に

おける固定費回収のための合理的な額の考え方の明確化（当年度分が対象）、マスト

ラン運転に係る最低出力分の電力の取扱い（逸失利益（機会費用）は需給調整市場へ

の応札に伴い発生するものに限る） 

 調整力 kWh市場：V1V2の登録方法の整理（同一出力帯における上げ調整時の限界費用

と下げ調整時の限界費用は一致させる、機会費用を引用する場合の V1V2の設定方

法） 

 

第３回制度設計・監視専門会合（2024年 11月 15日） 

 経済差替の運用見直しの詳細検討、持ち下げ供出時のΔkW価格、固定費回収後のΔkW

の一定額は 0.33円/ΔkW・30分とすることの需給調整市場ガイドラインへの明確化 

 

第 545回電力・ガス取引監視等委員会（2024年 11月 29日） 

 「需給調整市場ガイドライン」の改定の建議について 

 

第９回制度設計・監視専門会合（2025年５月 23日） 

 MMSへの起動費（Ｖ３）の登録、限界費用の考え方の整理（増分燃料費） 

 

第 10回制度設計・監視専門会合（2025年６月 27日） 

 調整力ΔkW市場：B種電源協議における FIP電源併設蓄電池・DR等の取扱い 

 調整力 kWh市場：蓄電池の調整力 kWh価格の考え方 

 

第 14回制度設計・監視専門会合（2025年 10月 29日） 

 B種電源協議の廃止、事後的措置を規定する枠組みの見直し、問題となる行為の追加 

 

第 15回制度設計・監視専門会合（2025年 11月 21日） 

 一定額における当年度分の固定費（法人税、アグリゲーターにかかる費用、容量拠出

金）、他市場収益（容量市場収入の取扱い）、想定約定量（想定応札量に見直し）の

考え方の整理 

 2026年度以降の全商品前日取引化に伴う逸失利益（機会費用）（卸電力市場価格（予

想）の算定方法の見直し、起動費等の計上方法の見直し、振替損の取扱い）の考え方

の整理 

 

第 591回電力・ガス取引監視等委員会（2025年 12月 10日） 

 「需給調整市場ガイドライン」の改定の建議について 
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次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会制度検討作業部会 

直近の開催状況 

開催回数 開催日時 議題 

第 99回 令和 7年 2月 5日 （１）容量市場について 

（２）予備電源について 

第 100回 令和 7年 2月 26日 （１）非化石価値取引について 

（２）長期脱炭素電源オークションについて 

（３）容量市場について 

（４）予備電源について 

（５）ベースロード市場について 

第 101回 令和 7年 4月 1日 （１）非化石価値取引について 

（２）間接送電権について 

（３）ベースロード市場について 

（４）容量市場について 

（５）予備電源について 

第 102回 令和 7年 4月 23日 （１）容量市場について 

（２）長期脱炭素電源オークションについて 

（３）非化石価値取引市場について 

第 103回 令和 7年 5月 28日 （１）長期脱炭素電源オークションについて 

（２）需給調整市場について 

（３）予備電源制度について 

第 104回 令和 7年 6月 23日 （１）長期脱炭素電源オークションについて 

第 105回 令和 7年 6月 25日 （１）需給調整市場について 

（２）容量市場について 

第 106回 令和 7年 7月 22日 （１）容量市場について 

第 107回 令和 7年 9月 3日 （１）容量市場について 

第 108回 令和 7年 10月 29日 （１）非化石価値取引について 

（２）需給調整市場について 

（３）ベースロード市場について 
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開催回数 開催日時 議題 

第 109回 令和 7年 12月 12日 （１）非化石価値取引市場について 

（２）容量市場について 

（３）長期脱炭素電源オークションについて 

（４）需給調整市場について 

第 110回 令和 8年 1月 23日 （１）容量市場について 

（２）需給調整市場について 

（３）非化石価値取引市場について 

（４）間接送電権について 

（５）ベースロード市場について 

※網掛け回は第 23次中間とりまとめに関する議論を実施 
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次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会制度検討作業部会委員名簿 

 

※五十音順、敬称略 ◎は座長、〇は座長代理 

（令和 8年 1月現在） 

○秋元 圭吾  公益財団法人地球環境産業技術研究機構 

システム研究Ｇグループリーダー 

安藤 至大  日本大学経済学部 教授 

◎大橋 弘  東京大学大学院経済学研究科 教授 

河辺 賢一  東京科学大学 工学院 准教授 

小宮山 涼一 東京大学大学院工学系研究科 教授 

曽我 美紀子  西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 

パートナー 弁護士 

武田 邦宣  大阪大学理事・副学長 

辻 隆男  横浜国立大学大学院工学研究院 

知的構造の創生部門 教授 

土井 通子  PwC Japan有限責任監査法人 

シニアマネージャー 公認会計士 

又吉 由香  SMBC日興証券株式会社  

産業・サステナビリティ戦略部 

マネジング・ディレクター 

松村 敏弘  東京大学社会科学研究所 教授 
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次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会制度検討作業部会 

オブザーバー名簿 

 

※五十音順、敬称略（令和 8年 1月現在） 

 

今井 敬  電力広域的運営推進機関 企画部長 

國松 亮一  一般社団法人日本卸電力取引所 企画業務部長 

小林 総一 出光興産株式会社 専務執行役員  

高木 宏彰  関西電力株式会社 

執行役員 エネルギー・環境企画室長 

斎藤 祐樹  株式会社エネット 取締役 経営企画部長 

高橋 良太  イーレックス株式会社 

執行役員 需給戦略室長 

佐藤 英樹  東北電力ネットワーク株式会社 

電力システム部 技術担当部長 

新川 達也  電力・ガス取引監視等委員会事務局長 

中谷 竜二  中部電力株式会社 

執行役員 経営戦略本部 部長 

森 正樹  電源開発株式会社 経営企画部長 

渡邊 崇範 東京ガス株式会社 

エネルギートレーディングカンパニー 

電力事業部長 

 

（関係省庁） 

環境省 

 

 


